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新旧対照表 

○神奈川県建築基準条例 

 

新 旧 

目次 目次 

 第１章 （略）  第１章 （略） 

 第２章 崖付近の建築物及び大規模な建築物の敷

地と道路との関係（第３条・第４条） 

 第２章 災害危険区域等における建築物及び大規

模な建築物の敷地と道路との関係（第２条

の２～第４条） 

第２章の２～第５章 （略）  第２章の２～第５章 （略） 

 附則  附則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和25年法律第201

号）第40条（第88条第１項において準用する場合を

含む。）、第43条第３項及び第68条の９の規定によ

る建築物等の制限、同法第56条の２第１項の規定に

よる区域等の指定並びに建築基準法施行令（昭和25

年政令第338号）第144条の４第２項の規定による道

に関する基準その他建築基準法の施行について必

要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和25年法律第201

号）第39条第１項の規定による災害危険区域の指

定、同法第39条第２項、第40条（第88条第１項にお

いて準用する場合を含む。）、第43条第３項及び第

68条の９の規定による建築物等の制限、同法第56

条の２第１項の規定による区域等の指定並びに建

築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第144条の

４第２項の規定による道に関する基準その他建築

基準法の施行について必要な事項を定めるものと

する。 

第２条 （略） 第２条 （略） 

第２章 崖付近の建築物及び大規模な建築物

の敷地と道路との関係 

第２章 災害危険区域等における建築物及び

大規模な建築物の敷地と道路との関

係 

 （災害危険区域の指定） 

（削除） 

 

第２条の２ 法第39条第１項の規定による災害危険

区域として、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規

定により知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域（土

砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推

進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１

項の規定により知事が指定した土砂災害特別警戒

区域（第３条において「特別警戒区域」という。）

を除く。）を指定する。 

 （災害危険区域内の建築物） 

（削除） 

 

第２条の３ 災害危険区域内において居室を有する

建築物を建築する場合には、次条に規定するものの

ほか、当該建築物の基礎及び主要構造部は、鉄筋コ

ンクリート造又はこれに類する構造とし、かつ、当

該居室は、がけ（こう配が30度をこえる傾斜地をい

う。次条において同じ。）に直接面していないもの

でなければならない。ただし、がけくずれによる被

害をうけるおそれのない場合はこの限りでない。 

（崖付近の建築物） （がけ附近の建築物） 

第３条 崖（勾配が30度を超える傾斜地であつて、高

さが２メートルを超えるものに限る。以下同じ。）

の下端からの水平距離が、崖の高さの２倍以内の位

置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する

場合（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

第３条 高さ３メートルを超えるがけの下端（がけの

下にあつては、がけの上端）からの水平距離が、が

けの高さの２倍以内の位置に建築物を建築し、又は

建築物の敷地を造成する場合（特別警戒区域内にお

いて居室を有する建築物を建築する場合を除く。）
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策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９

条第１項の規定により知事が指定した土砂災害特

別警戒区域内において居室を有する建築物を建築

する場合を除く。）には、崖の形状若しくは土質又

は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、安全

な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当する部分については、この限りで

ない。 

には、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、

規模若しくは構造に応じて、安全な擁壁を設けなけ

ればならない。ただし、次の各号のいずれかに該当

する部分については、この限りでない。 

(１) 崖の形状又は土質により安全上支障がない

部分 

(１) がけの形状又は土質により安全上支障がな

い部分 

(２) 崖の上部の盛土の部分で、高さが１メートル

以下、斜面の勾配が30度以下であり、かつ、その

斜面を芝又はこれに類するもので覆つたもの 

(２) がけの上部の盛土の部分で、高さが2.5メー

トル以下、斜面のこう配が45度以下であり、かつ、

その斜面をしば又はこれに類するものでおおつ

たもの 

２ 前項の規定は、崖の上に建築物を建築する場合に

おいて、当該建築物の基礎が崖に影響を及ぼさない

とき、又は崖の下に建築物を建築する場合におい

て、当該建築物の主要構造部（崖崩れによる被害を

受けるおそれのない部分を除く。）を鉄筋コンクリ

ート造とし、又は崖と当該建築物との間に適当な流

土止めを設けたときは、適用しない。 

２ 前項の規定は、がけの上に建築物を建築する場合

において、当該建築物の基礎ががけに影響を及ぼさ

ないとき、又はがけの下に建築物を建築する場合に

おいて、当該建築物の主要構造部（がけくずれによ

る被害をうけるおそれのない部分を除く。）を鉄筋

コンクリート造とし、又はがけと当該建築物との間

に適当な流土止めを設けたときは、適用しない。 

３ 崖の上にある建築敷地には、崖の上部に沿つて排

水溝を設ける等崖への流水又は浸水を防止するた

め適当な措置を講じなければならない。 

３ 高さ３メートルをこえるがけの上にある建築敷

地には、がけの上部に沿つて排水こうを設ける等が

けへの流水又は浸水を防止するため適当な措置を

講じなければならない。 

第４条 （略） 第４条 （略） 

（対象区域等の指定） （対象区域等の指定） 

第４条の２ 法第56条の２第１項の規定により指定

する区域は次の表の対象区域の欄に掲げる区域と

し、同項の規定により法別表第４(ろ)欄の４の項イ

又はロのうちから指定するものは次の表（４の項に

限る。）の法別表第４(ろ)欄の４の項イ又はロの欄

に掲げるものとし、同項の規定により指定する平均

地盤面からの高さはそれぞれ同表（２の項及び３の

項に限る。）の平均地盤面からの高さの欄に掲げる

ものとし、同項の規定により指定する号はそれぞれ

同表の法別表第４(に)欄の号の欄に掲げる号とす

る。 

第４条の２ 法第56条の２第１項の規定により指定

する区域は次の表の対象区域の欄に掲げる区域と

し、同項の規定により法別表第４(ろ)欄の４の項イ

又はロのうちから指定するものは次の表（４の項に

限る。）の法別表第４(ろ)欄の４の項イ又はロの欄

に掲げるものとし、同項の規定により指定する平均

地盤面からの高さはそれぞれ同表（２の項及び３の

項に限る。）の平均地盤面からの高さの欄に掲げる

ものとし、同項の規定により指定する号はそれぞれ

同表の法別表第４(に)欄の号の欄に掲げる号とす

る。 

 

対象区域 

法別表第

４(ろ)欄

の４の項

イ又はロ 

平均地

盤面か

らの高

さ 

法別表第

４(に)欄

の号 

  

対象区域 

法別表第

４(ろ)欄

の４の項

イ又はロ 

平均地

盤面か

らの高

さ 

法別表第

４(に)欄

の号 

 

 １～３ （略）        １～３ （略）       

 ４ 用途地域の指定

のない区域（都市

計画法（昭和43年

法律第100号）第７

条第１項に規定す

る市街化調整区

域、同法第８条第

１項第７号に掲げ

(略)   (略) 

  ４ 用途地域の指定

のない区域（都市

計画法（昭和43年

法律第100号）第７

条第１項に規定す

る市街化調整区

域、同法第８条第

１項第７号に掲げ

(略)   (略) 
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る風致地区及び第

53条第２項各号に

掲げる区域を除

く。） 

る風致地区及び第

53条第３項各号に

掲げる区域を除

く。） 

２ （略） ２ （略） 

第５条～第35条 （略） 第５条～第35条 （略） 

（廊下及び広間の類） （廊下及び広間の類） 

第36条 興行場等（集会場にあつては、客席の床面積

の合計が100平方メートル以上のものに限る。）の

用途に供する建築物の各階には、客席の両側及び後

方に廊下又は広間の類を設けなければならない。た

だし、客席からずい道を設け、廊下若しくは広間の

類に通じている場合で、避難上支障がないとき又は

客席が避難階にあり、かつ、客席の側面に設ける出

口が直接道、公園、幅員３メートル以上の敷地内通

路その他避難上安全な場所に面している場合は、こ

の限りでない。 

第36条 興行場等の用途に供する建築物の各階には、

客席の両側及び後方に廊下又は広間の類を設けな

ければならない。ただし、客席からずい道を設け、

廊下若しくは広間の類に通じている場合で、避難上

支障がないとき又は客席が避難階にあり、かつ、客

席の側面に設ける出口が直接道、公園、幅員３メー

トル以上の敷地内通路その他避難上安全な場所に

面している場合は、この限りでない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

第37条～第47条 （略） 第37条～第47条 （略） 

（自動車用の出口） （自動車用の出口） 

第48条 自動車車庫（その用途に供する部分の床面積

の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合に

は、その用途に供する部分の床面積の合計をいう。

以下この条において同じ。）が50平方メートル以内

のものを除く。以下この節において同じ。）又は自

動車修理工場の敷地の自動車用の出口は、次の各号

のいずれかに面する場所に設けてはならない。ただ

し、知事が自動車車庫若しくは自動車修理工場の規

模若しくは周囲の状況により通行上支障がないと

認めて許可した場合又は消防用自動車の車庫につ

いては、この限りでない。 

第48条 自動車車庫（その用途に供する部分の床面積

の合計が50平方メートル以内のものを除く。以下こ

の節において同じ。）又は自動車修理工場の敷地の

自動車用の出口は、次の各号のいずれかに面する場

所に設けてはならない。ただし、知事が自動車車庫

若しくは自動車修理工場の規模若しくは周囲の状

況により通行上支障がないと認めて許可した場合

又は消防用自動車の車庫については、この限りでな

い。 

 (１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

第49条～第52条の３ （略） 第49条～第52条の３ （略） 

（小荷物専用昇降機の機械室） （小荷物専用昇降機の機械室） 

第52条の４ 小荷物専用昇降機の機械室には、専用の

点検口及び照明設備又は照明用コンセント設備を

設けなければならない。 

第52条の４ 小荷物専用昇降機の機械室には、専用の

点検口及び照明設備を設けなければならない。 

第52条の５ （略） 第52条の５ （略） 

（敷地と道路との関係） （敷地と道路との関係） 

第52条の６ （略） 第52条の６ （略） 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建

築物については、適用しない。 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建

築物については、適用しない。 

(１) その敷地が幅員４メートル以上の道（道路に

該当するものを除き、建築基準法施行規則（昭和

25年建設省令第40号。以下「省令」という。）第

10条の３第１項に掲げる基準及び第52条の17の

２第１項の基準に適合する道に限る。）に２メー

トル以上接する建築物のうち、省令第10条の３第

３項の基準に適合するもので、知事が交通上、安

全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

(１) その敷地が幅員４メートル以上の道（道路に

該当するものを除き、農道その他これに類する公

共の用に供する道又は政令第144条の４第１項各

号に掲げる基準及び第52条の17の２の規定によ

る基準に適合する道に限る。）に２メートル以上

接する建築物のうち、延べ面積が200平方メート

ル以内の一戸建ての住宅で、知事が交通上、安全

上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの 
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(２) 省令第10条の３第４項の基準に適合する建

築物で、知事が交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めて許可したもの 

(２) 次に掲げる基準のいずれかに適合する建築

物で、知事が交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めて許可したもの 

（削除） ア その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空

地を有する建築物であること。 

（削除） イ その敷地が農道その他これに類する公共の

用に供する道（幅員４メートル以上のものに限

る。）に２メートル以上接する建築物であるこ

と。 

（削除） ウ その敷地が、その建築物の用途、規模、位置

及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的

を達するために十分な幅員を有する通路であ

つて、道路に通ずるものに有効に接する建築物

であること。 

第52条の７～第52条の18 （略） 第52条の７～第52条の18 （略） 

（建築計画概要書等の写し等の交付） （建築計画概要書等の写し等の交付） 

第52条の18の２ 何人も、知事が別に定めるところに

より、省令第11条の３第１項各号に掲げる書類（別

表において「建築計画概要書等」という。）の写し

又は省令第６条の３第１項各号に掲げる台帳に記

載されている事項のうち知事が別に定める事項の

証明書（別表において「台帳記載事項証明書」とい

う。）の交付を請求することができる。 

第52条の18の２ 何人も、知事が別に定めるところに

より、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40

号。以下「省令」という。）第11条の３第１項各号

に掲げる書類（別表において「建築計画概要書等」

という。）の写し又は省令第６条の３第１項各号に

掲げる台帳に記載されている事項のうち知事が別

に定める事項の証明書（別表において「台帳記載事

項証明書」という。）の交付を請求することができ

る。 

第52条の19・第52条の20 （略） 第52条の19・第52条の20 （略） 

（適用の除外） （適用の除外） 

第53条 この条例は、法第４条第１項又は第２項の規

定により建築主事を置く市町村が法第40条又は法

第43条第３項の規定に基づき条例を定めたときは、

その条例の効力が発生した時から、当該市町村の区

域内においては、適用しない。 

第53条 この条例（第２条の２及び第２条の３の規定

を除く。）は、法第４条第１項又は第２項の規定に

より建築主事を置く市町村が法第40条又は法第43

条第３項の規定に基づき条例を定めたときは、その

条例の効力が発生した時から、当該市町村の区域内

においては、適用しない。 

（削除） ２ 第２条の２及び第２条の３の規定は、前項に規定

する市町村が法第39条第１項又は第２項の規定に

基づき条例を定めたときは、その条例の効力が発生

した時から、当該市町村の区域内においては、適用

しない。 

２・３ （略） ３・４ （略） 

第54条～第58条 （略） 第54条～第58条 （略） 

（罰則） （罰則） 

第59条 第３条第１項若しくは第３項、第４条、第５

条、第９条、第11条、第12条、第13条第１項、第15

条から第17条まで、第19条、第20条第１項から第４

項まで、第21条、第22条第１項、第23条、第24条第

１項若しくは第２項、第25条、第26条第１項、第27

条、第28条、第29条、第30条、第31条第１項、第32

条第１項、第３項若しくは第４項、第33条、第34

条、第35条第１項から第３項まで、第36条第１項、

第３項若しくは第４項、第37条から第39条まで、第

41条、第43条第２項若しくは第４項、第46条、第48

第59条 第２条の３、第３条第１項若しくは第３項、

第４条、第５条、第９条、第11条、第12条、第13

条第１項、第15条から第17条まで、第19条、第20

条第１項から第４項まで、第21条、第22条第１項、

第23条、第24条第１項若しくは第２項、第25条、第

26条第１項、第27条、第28条、第29条、第30条、第

31条第１項、第32条第１項、第３項若しくは第４項、

第33条、第34条、第35条第１項から第３項まで、第

36条第１項、第３項若しくは第４項、第37条から第

39条まで、第41条、第43条第２項若しくは第４項、
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条第１項若しくは第４項、第49条、第50条第１項、

第51条、第51条の２、第52条の６、第52条の７、第

52条の９第１項若しくは第２項、第52条の10第１項

若しくは第２項、第52条の11第１項、第52条の12

第１項又は第52条の13第１項の規定に違反した建

築物、工作物又は建築設備の設計者（設計図書に記

載された法第98条第１項第２号に規定する認定建

築材料等（以下この項において「認定建築材料等」

という。）の全部又は一部として当該認定建築材料

等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の

部分を引き渡した場合においては当該建築材料又

は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いな

いで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事

を施工した場合（設計図書に記載された認定建築材

料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡

された場合において、当該建築材料又は建築物の部

分を使用して工事を施工した場合を除く。）におい

てはその建築物、工作物又は建築設備の工事施工

者）は、50万円以下の罰金に処する。 

第46条、第48条第１項若しくは第４項、第49条、第

50条第１項、第51条、第51条の２、第52条の６、第

52条の７、第52条の９第１項若しくは第２項、第52

条の10第１項若しくは第２項、第52条の11第１項、

第52条の12第１項又は第52条の13第１項の規定に

違反した建築物、工作物又は建築設備の設計者（設

計図書に記載された法第98条第１項第２号に規定

する認定建築材料等（以下この項において「認定建

築材料等」という。）の全部又は一部として当該認

定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又

は建築物の部分を引き渡した場合においては当該

建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図

書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わ

ないで工事を施工した場合（設計図書に記載された

認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部

分を引き渡された場合において、当該建築材料又は

建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除

く。）においてはその建築物、工作物又は建築設備

の工事施工者）は、50万円以下の罰金に処する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 


